
JP 4200931 B2 2008.12.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定軸方向に延び一端が開口するよう所定の収容空間を規定する壁部と、前記一端と反対
側の他端に対向するように前記所定の収容空間へ突出された端部と該端部から前記壁部へ
延びる一対の縁部とが設けられ前記壁部に屈曲可能に支持されたロック片とを有しホスト
ボードに搭載されたケージの該所定の収容空間へ挿入される光モジュールであって、
　光電変換素子が搭載された光ユニットと、
　前記所定の収容空間に収容されたときに前記ロック片の端部と対向するロック面を含む
ロック部を有するハウジングと、
　前記所定軸方向に延び、一端から挿入される光コネクタを受容し他端に前記光ユニット
が装着されるレセプタクルを規定する壁部を有し、該壁部にガイド孔が設けられたレセプ
タクル部材と、
　前記ガイド孔に沿って第１の位置から第２の位置へ前記所定軸方向に移動可能な部材で
あり、前記ガイド孔からレセプタクル内部に突出された突起と、前記第２の位置への移動
時に前記ロック片を前記所定の収容空間の外側に向けて駆動するロック解除部とを有する
アクチュエータと
を備える光モジュール。
【請求項２】
前記突起は、前記レセプタクルに挿入される前記光コネクタの端部の周縁に接することを
特徴とする請求項１に記載の光モジュール。
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【請求項３】
前記ロック部は所定軸方向に延びる一対の縁を有し、
　前記ロック解除部は、前記ロック部の一対の縁に沿うように延びる二股形状をなしてお
り、前記第２の位置への移動時に前記ロック片の端部に接する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の光モジュール。
【請求項４】
前記ハウジングは、第１の部材と第２の部材とを含み、
　前記第１の部材は、所定軸方向に延びる一対の側壁を有し、
　前記第２の部材は、所定軸方向に延び前記第１の部材の一対の側壁を囲むように設けら
れた一対の側壁を有し、
　前記アクチュエータは、一端に前記ロック解除部が設けられ前記第１の部材の側壁と前
記第２の部材の側壁との間に収容される側部を有し、
　前記第１の部材の側壁には、前記ロック部が設けられており、
　前記第２の部材の側壁には、前記ロック片が挿入される開口が設けられている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の光モジュール。
【請求項５】
前記第１の部材は、金属製であり、
　前記レセプタクル部材は、表面に金属膜が設けられた樹脂製である
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の光モジュール。
【請求項６】
前記第１の部材の側壁は、前記レセプタクル部材の側部を覆うように設けられていること
を特徴とする請求項５に記載の光モジュール。
【請求項７】
前記アクチュエータの一対の側部各々には所定軸に交差する方向に延びる孔が形成されて
おり、
　前記第１の部材一対の側壁及び前記第２の部材の一対の側壁各々には、前記孔に連続し
前記所定軸方向に長径が位置する長孔が設けられており、
　前記孔に軸支され前記レセプタクル部材の一端前方を旋回可能に設けられたベールを更
に備える
ことを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の光モジュール。
【請求項８】
前記ハウジングには、前記所定軸に交差する面に沿う一端面を有するガイド溝が更に設け
られており、
　前記アクチュエータには、前記一端面に対向する面を有し前記ガイド溝に挿入される爪
が設けられており、
　前記一端面と前記爪との間には、前記突起が前記第１の位置へ向かうように前記アクチ
ュエータを押圧する押圧部材が設けられている、請求項１～７のいずれか１項に記載の光
モジュール。
【請求項９】
前記所定軸に交差する回転軸中心に回転可能に前記ハウジングに軸支された部材であって
、前記回転軸方向に延びる突起を有するベールを更に備え、
　前記アクチュエータは、前記ベールの回転時に前記ベールの突起が摺動する摺動面を更
に有し、
　前記ベールの突起は、前記ベールの回転によって、前記ロック片と前記ロック部とのロ
ックを非解除とするロック位置と、前記ロック片と前記ロック部とによるロックを解除す
るロック解除位置との間で、前記ロック解除部を移動させるよう、前記アクチュエータを
駆動する、請求項１～６の何れか１項に記載の光モジュール。
【請求項１０】
前記アクチュエータを前記ケージの他端へ向けて付勢する付勢部材を更に備える、請求項
９に記載の光モジュール。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　ホストボードに搭載されたケージに着脱可能に装着される光モジュールには種々のも
のがある。その一種として、開口端から挿入される光コネクタを受容するレセプタクル部
材と、ケージに設けられたラッチ孔に挿入されるラッチ爪を一端に有するブロックと、軸
部と軸部に対向するよう設けられたグリップ部を有しラッチ孔に挿入されたラッチ爪を解
放するためのベールとを備えるものがある。ブロックは、他端にベールの軸部が収容され
る溝が設けられており、一端と他端との間には軸部材が設けられている。この軸部材はレ
セプタクル部材の下壁に設けられた第１の軸受け部に支持されている。ベールの軸部は、
レセプタクル部材の下壁に設けられた第２の軸受け部に軸支されており、グリップ部はレ
セプタクル部材の開口端前方を旋回可能とされている。
【０００３】
　この光モジュールでは、ケージへの固定時に、ラッチ孔にラッチ爪が挿入されると共に
、レセプタクル部材の下壁と反対側の上壁に設けられた固定部にベールのグリップ部が固
定される。一方、固定部からベールのグリップ部を取り外して下方へ移動させブロックの
他端を下方へ移動させるとラッチ孔に挿入されたラッチ爪が解放され、この光モジュール
をケージから抜き取ることができる。この光モジュールは、上記の固定部にベールのグリ
ップ部が固定され、レセプタクル部材に光コネクタが挿入された状態では、ベールを操作
することができない。したがって、光コネクタの挿入時に光モジュールをケージから抜き
取ることができない安全構造とされている。
【特許文献１】米国特許第６４３９９１８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の光モジュールでは、ベールのグリップ部を固定部に固定
していない状態でも、光コネクタをレセプタクル部材に挿入することができる。したがっ
て、光コネクタを挿入したままの状態で、光モジュールをケージから取り外すことができ
るという問題点がある。また、ラッチを解除するためには、ベールを旋回させて下方へ、
すなわち一方向へ移動させる必要がある。したがって、光モジュールを多段に設けること
ができないという問題点がある。
【０００５】
　そこで本発明は、光コネクタの挿入時にケージに対して確実に固定可能であり、多段に
設けることが可能な光モジュールを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の光モジュールは、所定軸方向に延び一端が開口する
よう所定の収容空間を規定する壁部と、上記の一端と反対側の他端に対向するように所定
の収容空間へ突出された端部と該端部から壁部へ延びる一対の縁部とが設けられ壁部に屈
曲可能に支持されたロック片とを有しホストボードに搭載されたケージの所定の収容空間
へ挿入される光モジュールであって、光電気変換素子が搭載された光ユニットと、ハウジ
ングと、レセプタクル部材と、アクチュエータとを備える。ハウジングは、所定の収容空
間に収容されたときにロック片の端部と対向するロック面を含むロック部を有する。レセ
プタクル部材は、所定軸方向に延び、一端から挿入される光コネクタを受容し他端に光ユ
ニットが装着されるレセプタクルを規定する壁部を有し、壁部にガイド孔が設けられてい
る。アクチュエータは、ガイド孔に沿って第１の位置から第２の位置へ所定軸方向に移動
可能な部材であり、ガイド孔からレセプタクル内部に突出された突起と、第２の位置への
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移動時にロック片を所定の収容空間の外側に向けて駆動するロック解除部とを有する。
【０００７】
　かかる構成の光モジュールでは、レセプタクル内部に突出された突起の移動をレセプタ
クル部材に受容された光コネクタが規制するので、光コネクタの挿入時にアクチュエータ
を移動させることができない。したがって、この光モジュールは、光コネクタの挿入時に
ケージに対して確実に固定される。また、アクチュエータの突起を第２の位置に移動させ
た状態で光モジュールをケージに装着しても、光コネクタがレセプタクルに挿入されると
アクチュエータの突起が第１の位置に移動するので、光モジュールがケージに確実に固定
される。さらに、この光モジュールは、アクチュエータを所定軸方向に移動させることに
よってケージから解放されるので、所定軸に交差する方向に多段に設けることができる。
【０００８】
　また、本発明の光モジュールにおいては、上記の突起は、レセプタクルに挿入される光
コネクタの端部の周縁に接することが好ましい。
【０００９】
　また、本発明の光モジュールにおいては、ロック部は所定軸方向に延びる一対の縁を有
している。ロック解除部は、ロック部の一対の縁に沿うように延びる二股形状をなしてお
り、第２の位置への移動時に前記ロック片の端部に接することを特徴とすることが好適で
ある。
【００１０】
　かかる構成によれば、ロック片が変形していても、ロック解除部がロック片を確実に外
側へ押し出すので、ロック部とロック片とのラッチを確実に解除することができる。
【００１１】
　また、本発明の光モジュールにおいては、ハウジングは、第１の部材と第２の部材とを
含み、第１の部材は、所定軸方向に延びる一対の側壁を有し、第２の部材は、所定軸方向
に延び第１の部材の一対の側壁を囲むように設けられた一対の側壁を有し、アクチュエー
タは、一端にロック解除部が設けられ、第１の部材の側壁と第２の部材の側壁との間に収
容される側部を有し、第１の部材の側壁には、ロック部が設けられており、第２の部材の
側壁には、ロック片が挿入される開口が設けられていることが好ましい。
【００１２】
　かかる構成によれば、アクチュエータの側部が第１の部材の側壁と第２の部材の側壁と
の間に収容されるので、アクチュエータを所定軸方向に安定して移動させることができる
。
【００１３】
　また、本発明の光モジュールにおいては、第１の部材は、金属製であり、レセプタクル
部材は、表面に金属膜が設けられた樹脂製であることが好ましい。
【００１４】
　かかる構成によれば、第１の部材は金属製であり、放熱性に優れる。レセプタクル部材
の表面には金属膜が設けられているので、光モジュール内部からのノイズ放射を抑えるこ
とができる。また、レセプタクル部材は樹脂製であるので、加工精度を得ることができる
。
【００１５】
　また、本発明の光モジュールにおいては、第１の部材の側壁は、レセプタクル部材の側
部を覆うように設けられていることが好ましい。
【００１６】
　かかる構成によれば、第１の部材の側壁がレセプタクル部材の側部を覆うので、レセプ
タクル部材を設けた部分の光モジュールの放熱性を高めることができる。
【００１７】
　また、本発明の光モジュールにおいては、アクチュエータの一対の側部各々には所定軸
に交差する方向に延びる孔が形成されており、第１の部材一対の側壁及び第２の部材の一
対の側壁各々には、上記の孔に連続し所定軸方向に長径が位置する長孔が設けられており
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、上記の孔に軸支されレセプタクル部材の一端前方を旋回可能に設けられたベールを更に
備えることが好ましい。
【００１８】
　かかる構成によれば、アクチュエータに支持されたベールを更に備えるので、ベールを
把持することによってアクチュエータを容易に移動させることができる。また、レセプタ
クル部材の一端前方でベールを旋回させることができるので、ベールによって妨げられる
ことがなく、光コネクタをレセプタクルに挿入することができる。さらに、レセプタクル
部材の一端前方でベールを上下の両方に旋回させることができるので、この光モジュール
を２段に設けても、上段及び下段のベールを容易に操作することができる。
【００１９】
　また、本発明の光モジュールにおいては、ハウジングには、所定軸に交差する面に沿う
一端面を有するガイド溝が更に設けられており、アクチュエータには、一端面に対向する
面を有しガイド溝に挿入される爪が設けられており、一端面と爪との間には、突起が第２
の位置へ向かうようにアクチュエータを押圧する押圧部材が設けられていることが好まし
い。
【００２０】
　この構成によれば、突起が第１の位置へ向かうようにアクチュエータが押圧部材によっ
て押圧される。すなわち、光コネクタがレセプタクルに挿入されていない状態においても
、ロック部とロック片とのラッチが解除されないように、アクチュエータの位置が保たれ
る。
【００２１】
　また、本発明の光モジュールは、所定軸に交差する回転軸中心に回転可能にハウジング
に軸支された部材であって、回転軸方向に延びる突起を有するベールを更に備えることが
できる。アクチュエータは、ベールの回転時にベールの突起が摺動する摺動面を更に有す
る。ベールの突起は、ベールの回転によって、ロック片とロック部とによるロックを非解
除とするロック位置と、ロック片とロック部とのロックを解除するロック解除位置との間
で、ロック解除部を移動させるよう、アクチュエータを駆動する。
【００２２】
　この構成によれば、ベールを回転させると、ベールの突起がアクチュエータの摺動面と
摺動することによって、アクチュエータが所定軸方向に駆動される。したがって、ベール
の回転動作によって、ロック片とロック部とによるロックが解除又は非解除となるよう、
ロック解除部を移動させることができる。
【００２３】
　また、この構成において、本発明の光モジュールは、アクチュエータをケージの他端へ
向けて付勢する付勢部材を更に備えることが好ましい。付勢部材によれば、アクチュエー
タがケージの他端に付勢されるので、ロック片とロック部とがロック状態になるように、
ベールの位置が自動的に保たれる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように、アクチュエータにはレセプタクルに通じる突起が設けられている
ので、本発明の光モジュールは、光コネクタのレセプタクルへの挿入時にケージに対して
確実に固定可能である。また、アクチュエータの突起を第２の位置に移動させた状態で光
モジュールをケージに装着しても、光コネクタがレセプタクルに挿入されるとアクチュエ
ータの突起が第１の位置に移動するので、光モジュールがケージに確実に固定される。さ
らに、本発明の光モジュールとケージとの固定を解除するためのアクチュエータの移動は
、所定軸方向への一方向であるので、この光モジュールは所定軸に交差する方向へ多段に
設けることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　［第１実施形態］
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　本発明の第１実施形態にかかる光モジュール１について添付の図面を参照して説明する
。なお、以下の実施形態に関する説明においては、説明の理解を容易にするため、各図面
において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を附す。
【００２６】
　図１は、光モジュール１と、ホストボード２と、ケージ４とを含む光モジュール生産物
６の斜視図である。図２は、ケージ４を一部破断して示す斜視図である。以下、本明細書
において方向を示す語のうち「上下」については、ホストボード２の上方からケージ４を
取り付けた状態、すなわち、図１に示す状態を基準とする。また、「前後」については、
ケージ４への光モジュール１の挿入方向を後とし、光モジュール１を取り出す方向を前と
している。また、「内外」については、ケージ４の中心軸線に向かう方向を内としている
。
【００２７】
　ケージ４は、所定軸Ｘ方向に延びる一対の側壁４ａ及び上壁４ｂとを有している。一対
の側壁４ａ及び上壁４ｂは、光モジュール１を収容するための収容空間４ｃを規定してい
る。ケージ４の前方端４ｄは光モジュール１を収容空間４ｃに受容するために開口されて
いる。この開口は、ホストボード２の前面を構成するフロントパネル８に設けられた開口
と連通している。
【００２８】
　一対の側壁４ａの各々には、ロック片４ｅが設けられている。ロック片４ｅは、側壁４
ａから切り出されたものである。ロック片４ｅは、その端部４ｆがケージ４の後端を向く
ように、収容空間４ｃへ突出されている。ロック片４ｅは、収容空間４ｃの外側に向けて
屈曲可能とされている。
【００２９】
　一対の側壁４ａの所定軸Ｘ方向に延びる縁部には、所定の間隔を隔てて複数のピン４ｈ
が設けられている。ピン４ｈが、ホストボード２に設けられた孔に埋め込まれることによ
って、ケージ４はホストボード２に固定される。このようにホストボードに取り付けられ
たケージ４には、上記の前方端４ｄの開口から光モジュール１が装着される。
【００３０】
　図３は、光モジュール１の斜視図である。また、図４は、光モジュール１の分解斜視図
である。光モジュール１は、光ユニット１０と、ホルダベース１２、ホルダ１４、レセプ
タクル部材１６と、ハウジング１８と、アクチュエータ２０と、ベール２２とを備える。
【００３１】
　光ユニット１０は、光電返還素子を搭載している。本実施形態では、光ユニット１０は
、発光ユニット１０ａ、受光ユニット１０ｂ、回路基板１０ｃ、発光ユニット１０ａと回
路基板１０ｃとを電気的に接続する接続部品１０ｄ、及び受光ユニット１０ｂと回路基板
１０ｃとを電気的に接続する接続部品１０ｅを有している。
【００３２】
　発光ユニット１０ａは、半導体レーザといった発光素子を搭載している。発光ユニット
１０ａは、回路基板１０ｃから接続部品１０ｄを介して供給される電気信号に基づいて所
定軸Ｘ方向に光を出射する。接続部品１０ｄは、本実施形態では、フレキシブルプリント
基板であるが、リードピンも適用可能である。
【００３３】
　受光ユニット１０ｂは、フォトダイオードといった受光素子を搭載している。受光ユニ
ット１０ｂは、所定軸Ｘ方向から入射する光の強度に応じた光電流を接続部品１０ｅを介
して回路基板１０ｃに出力する。接続部品１０ｅは、本実施形態では、フレキシブルプリ
ント基板であるが、リードピンも適用可能である。
【００３４】
　回路基板１０ｃは、所定軸Ｘ方向に延びており、その一端には接続部品１０ｄ及び１０
ｅが接続されている。回路基板１０ｃの他端１０ｆは、ホストボード２に設けられた電気
コネクタ（図示せず）と電気的に接続可能なカードエッジコネクタとされている。
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【００３５】
　回路基板１０ｃは、所定軸Ｘ方向に延びる縁部１０ｇの一端、及び縁部１０ｇと反対側
の縁部１０ｈの一端には段部１０ｉが設けられている。また、縁部１０ｇの他端には、一
方の基板面から反対側の基板面まで延びる孔１０ｊが設けられている。
【００３６】
　発光ユニット１０ａ及び受光ユニット１０ｂは、ホルダベース１２に装着されている。
ホルダベース１２は、所定軸Ｘに交差する前壁１２ａ、所定軸Ｘに交差する方向に延びる
一対の側壁１２ｂ、発光ユニット１０ａと受光ユニット１０ｂが装着される空間を隔する
隔壁１２ｃを有している。
【００３７】
　前壁１２ａには、発光ユニット１０ａの頭部と受光ユニット１０ｂの頭部とが挿入され
る開口が形成されている。側壁１２ｂ及び隔壁１２ｃには所定軸Ｘに交差する方向に延び
る溝１２ｄが設けられている。溝１２ｄにホルダ１４が嵌め込まれることによって、発光
ユニット１０ａ及び受光ユニット１０ｂが、ホルダベース１２に固定される。発光ユニッ
ト１０ａ及び受光ユニット１０ｂが装着されたホルダベース１２は、レセプタクル部材１
６に装着される。
【００３８】
　レセプタクル部材１６は、所定軸Ｘ方向に延びる一対の側壁１６ａ、所定軸Ｘ方向に延
びる隔壁１６ｂ、側壁１６ａ及び隔壁１６ｂに交差する面に沿い所定軸Ｘ方向に延びる下
壁１６ｃを有している。
【００３９】
　レセプタクル部材１６には、側壁１６ａ及び隔壁１６ｂによって規定されるレセプタク
ル１６ｄ及び１６ｅが設けられている。レセプタクル１６ｄ及び１６ｅは、所定軸Ｘ方向
に延びており、一端の開口から挿入される光コネクタ２４を受容する。レセプタクル部材
１６の他端には、上述したようにホルダベース１２が装着されており、レセプタクル１６
ｄの他端には、ホルダベース１２に装着された発光ユニット１０ａが挿入される。また、
レセプタクル１６ｅには、受光ユニット１０ｂが挿入される。レセプタクル１６ｄ及び１
６ｅは、発光ユニット１０ａ及び受光ユニット１０ｂと光コネクタ２４に保持された光フ
ァイバとを光学的に結合する。
【００４０】
　レセプタクル部材１６は、表面にＮｉめっきを施した樹脂製であることが好ましい。か
かる材料によってレセプタクル部材１６を構成することによって、寸法精度、ノイズ耐性
を得ることができる。なお、レセプタクル部材１６は、Ｚｎ合金製であっても良い。
【００４１】
　レセプタクル部材１６の側壁１６ａ及び隔壁１６ｂの内面には、所定軸Ｘ方向に延びる
溝１６ｆが設けられている。レセプタクル部材１６ｇには、この溝１６ｆに交差する溝１
６ｇが、レセプタクル部材１６の上部へ延びるように設けられている。光コネクタ２４に
は、ラッチ爪２４ａが設けられており、ラッチ爪２４ａには所定軸Ｘに交差する方向に突
出された係合部２４ｂが設けられている。光コネクタ２４の挿入時には、ラッチ爪２４ａ
を押下して溝１６ｆに沿って係合部２４ｂを通過させ、溝１６ｇの位置でラッチ爪２４ａ
を解放すると、溝１６ｇに係合部２４ｂが係り合い、光コネクタ２４がレセプタクル部材
１６に固定される。
【００４２】
　ハウジング１８は、第１の部材２６と第２の部材２８とを含んでいる。第１の部材２６
は、所定軸Ｘ方向に延びる一対の側壁２６ａと、側壁２６ａと交差する面に沿い、かつ、
所定軸Ｘ方向に延びる上壁２６ｂを有している。第１の部材２６は、回路基板１０ｃの一
方の面を覆うように設けられている。第１の部材２６は、放熱シリコーンシート等（図示
せず）を介して回路基板１０ｃと接触させることができる。第１の部材２６は、アルミ合
金製であることが好ましい。かかる材料を用いて第１の部材２６を構成することによって
、回路基板１０ｃ上の実装部品の熱が第１の部材２６を介して拡散されるので、光モジュ
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ール１の放熱性を高めることができる。
【００４３】
　第１の部材２６の側壁２６ａは、所定の位置において凹状に切り欠かれた形状を有して
いる。この凹状に切りかかれた部分の一端の段部２６ｃに回路基板１０ｃの段部１０ｉが
接し、他端にから突出された突起２６ｄが回路基板１０ｃの孔１０ｊに嵌り合い、回路基
板１０ｃが第１の部材２６に固定される。
【００４４】
　第１の部材２６の側壁２６ａの一端の内壁には、所定軸Ｘに交差する方向に延びる溝２
６ｅと凸部２６ｆが設けられている。レセプタクル部材１６の側壁１６ａの外面には、所
定軸Ｘに交差する方向に延びる突起１６ｈと、溝１６ｉが設けられている。溝２６ｅと突
起１６ｈ、凸部２６ｆと溝１６ｉが係合することによって、レセプタクル部材１６が第１
の部材２６に保持される。このように第１の部材２６の側壁２６ａがレセプタクル部材１
６の側壁を覆うように設けられることによって、レセプタクル部材１６近傍の放熱性を高
めることができる。
【００４５】
　第２の部材２８は、所定軸Ｘ方向に延びる一対の側壁２８ａと、側壁２８ａに交差する
面に沿い、かつ、所定軸Ｘに沿って延びる下壁２８ｂを有している。第２の部材２８は、
回路基板１０ｃの他方の面を覆うように設けられている。また、側壁２８ａは、第１の部
材２６の側壁２６ａを外側から覆うように設けられている。
【００４６】
　第２の部材２８は、側壁２８ａから切り出され屈曲されたばね２８ｃを有している。ま
た、第２の部材２８の後方端には、下壁２８ｂから切り出されて前方端へ向けて屈曲され
たばね２８ｄが設けられている。ばね２８ｃが回路基板１０ｃの縁部１０ｇ及び１０ｈを
押さえつけ、また、ばね２８ｄが回路基板１０ｃの縁部１０ｈの端部に設けられた段部１
０ｋを押さえつけることによって、回路基板１０ｃが第２の部材２８に固定される。
【００４７】
　第２の部材２８は、ばね用合金で構成されることが好ましい。ばね用合金としては、ス
テンレスやリン青銅が例示される。かかる材料を用いて第２の部材２８を構成することに
よって、第２の部材２８は、回路基板１０ｃを押さえ込み、また、回路基板１０ｃをシー
ルドすることができる。
【００４８】
　第２の部材２８の側壁２８ａには、一端部に孔２８ｅ、他端部に孔２８ｆが設けられて
いる。孔２８ｅに第１の部材２６の側壁２６ａの一端部に設けられた突起２６ｇが嵌め込
まれ、孔２８ｆに第１の部材２６の側壁２６ａの他端部に設けられた突起２６ｈがはめ込
まれるることによって、第２の部材２８が第１の部材２６に固定される。
【００４９】
　第１の部材２６の側壁２６ａの外壁には、後述するアクチュエータの側部２０ａが収容
される溝２６ｉが所定軸Ｘ方向に延びるように設けられている。この溝２６ｉの後端には
、ロック部２６ｊが設けられている。
【００５０】
　ロック部２６ｊは、溝２６ｉの後端から、前方に向けて設けられている。ロック部２６
ｊの端部には、所定軸Ｘに交差する面に沿うロック面２６ｋが設けられている。ロック面
２６ｋは、光モジュール１がケージ４に挿入されたときに、ロック片４ｅの端部４ｆに対
向することによって、光モジュール１がケージ４に固定される。
【００５１】
　第２の部材２８の側壁２８ａは、ロック片４ｅをロック部２６ｊと対向させるために、
ロック部２６ｊと対向する位置に開口が設けられている。この開口から、ロック片４ｅが
、収容空間４ｃに向けて挿入される。
【００５２】
　アクチュエータ２０は、所定軸Ｘ方向に延びる一対の側部２０ａと、側部２０ａを連結
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する連結部２０ｂとを有している。側部２０ａは、第１の部材２６の溝２６ｉに収容され
る。溝２６ｉに収容されることによって、側部２０ａは第１の部材２６の側壁２６ａと第
２の部材２８の側壁２８ａとによって保持されるので、アクチュエータ２０を所定軸Ｘ方
向に安定して前後に移動させることができる。
【００５３】
　側部２０ａの先端には、ロック解除部２０ｃが設けられている。ロック解除部２０ｃは
、ロック部２６ｊの一対の縁部２６ｍに沿う二股形状をなしている。ロック解除部２０ｃ
は、アクチュエータを前方へ移動させたときに、端部４ｆに接してロック片４ｅを外側へ
押し出すように、その先端に向けて外側に屈曲されている。ロック解除部２０ｃは外側に
屈曲された二股形状を有するので、ロック片４ｅが変形していても、ロック解除部２０ｃ
がロック片４ｅを確実に外側へ押し出すので、ロック部２６ｊとロック片４ｅとのラッチ
を確実に解除することができる。
【００５４】
　図５（ａ）は、図１のV－V断面図であり、光モジュール１をケージ４に固定した状態を
示している。光モジュール１がケージ４に固定された状態では、ロック解除部２０ｃは、
ロック部２６ｊの縁部２６ｍに沿うように配置されている。
【００５５】
　図５（ｂ）は、図１のV－V断面図であり、光モジュール１をケージ４から解放した状態
を示している。光モジュール１をケージ４から解放するためにアクチュエータ２０を前方
へ移動させると、ロック部２６ｊのロック面２６ｋと対向する位置からロック片４ｅの端
部４ｆがロック解除部２０ｃによって外側に押し出され、光モジュール１がケージ４から
解放される。
【００５６】
　連結部２０ｂの後端には、所定軸Ｘに交差する面に沿うように突起２０ｄが設けられて
いる。突起２０ｄは、レセプタクル１６ｄ及び１６ｅの内部に突出するように設けられて
いる。図６は、図１のVI－VI線に沿って破断して示す光モジュール１の斜視図である。レ
セプタクル部材１６の下壁１６ｃの後端部には、突起２０ｄをレセプタクル１６ｄ及び１
６ｅの内部に突出させるためのガイド孔１６ｋが設けられている。突起２０ｄは、このガ
イド孔１６ｋからレセプタクル１６ｄ及び１６ｅの内部へ突出されている。突起２０ｄは
、レセプタクル１６ｄ及び１６ｅにおいて、光コネクタ２４の端部の周縁に接するように
設けられている。光コネクタ２４のレセプタクル１６ｄ及び１６ｅへの挿入時に、係合部
２４ｂがレセプタクル部材１６の溝１６ｇに係合することによって、光コネクタ２４がレ
セプタクル部材１６に固定される。光コネクタ２４がレセプタクル部材１６に固定された
状態では、アクチュエータ２０を引き出そうとしても、突起２０ｄが光コネクタ２４の端
部の周縁に突き当たるので、アクチュエータ２０を引き出すことができなくなる。なお、
突起２０ｄと光コネクタ２４が接する幅は、光コネクタ２４の端部の幅の１／３以下であ
ることが好ましい。かかる構成によれば、光コネクタ２４がレセプタクルに挿入された際
の光コネクタ２４の姿勢を制約する側壁１６ａ、隔壁１６ｂ、及び下壁１６ｃの機能が、
レセプタクル部材１６のガイド孔１６ｋによって阻害されない。
【００５７】
　ガイド孔１６ｋは、突起２０ｄを第１の位置から第２の位置へ案内するよう所定軸Ｘ方
向に延びている。突起２０ｄは、このガイド孔１６ｋに沿って第１の位置から第２の位置
へ移動可能である。第１の位置はガイド孔１６ｋの後方端であり、突起２０ｄは、光コネ
クタ２４がレセプタクル１６ｄ及び１６ｅに挿入されたときに第１の位置へ移動する。こ
の第１の位置において、突起２０ｄは、レセプタクル部材１６に固定された光コネクタ２
４によって移動が制限される。したがって、レセプタクル部材１６に光コネクタ２４が固
定された状態では、アクチュエータ２０を移動させることができず、光モジュール１をケ
ージ４から取り外すことができない。したがって、光モジュール１は、光コネクタ２４の
装着時にケージ４から取り外すことができない安全構造とされている。
【００５８】
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　第２の位置は、ガイド孔１６ｋの前方端であり、突起２０ｄは、光コネクタ２４がレセ
プタクル部材１６に固定されていないときに第２の位置へ移動可能である。アクチュエー
タ２０を前方へ移動させて、突起２０ｄを第２の位置へ移動させると、ロック解除部２０
ｃによってロック片４ｅが外側へ押し出され、光モジュール１がケージ４から解放される
。このように、所定軸Ｘ方向にアクチュエータを移動させることによって、光モジュール
１をケージ４から取り外すことができるので、この光モジュール１は、所定軸Ｘに交差す
る方向に多段に積み重ねて用いることができる。
【００５９】
　さらに、連結部２０ｂの前端には、所定軸Ｘに交差する面に沿うように屈曲された把持
部２０ｅが設けられている。把持部２０ｅは、後述するベール２２を用いない場合でも、
この把持部２０ｅを操作することによって、アクチュエータ２０を所定軸Ｘ方向へ移動で
きるようにするために設けられている。
【００６０】
　図４に示すように、アクチュエータ２０の側部２０ａには、所定軸Ｘに交差する方向に
孔２０ｆを設けることができる。また、この孔２０ｆに連続して、所定軸Ｘ方向に長径が
位置する長孔２８ｈを第２の部材２８の側壁２８ａに設けることができる。この孔２０ｆ
にベール２２の軸部２２ａを挿入することによって、ベール２２をアクチュエータ２０に
取り付けることができる。
【００６１】
　本実施形態では、ベール２２の軸部２２ａは、所定軸Ｘに交差する方向に延びており、
この軸部２２ａは、孔２０ｆに軸支されている。また、ベール２２は、所定軸Ｘ方向に延
びるグリップ部２２ｂを有している。グリップ部２２ｂは、レセプタクル部材１６の開口
端前方を旋回可能である。光モジュール１をケージ４から解放するためにベール２２が前
方へ引き出されると、ベール２２が長孔２８ｈに沿って移動すると共に、アクチュエータ
２０が前方へ引き出される。
【００６２】
　一方、レセプタクル部材１６に光コネクタ２４を装着したときには、ベール２２のグリ
ップ部２２ｂをレセプタクル部材１６の上方または下方に移動させることができる。ここ
で、本実施形態の光モジュール１では、長孔２８ｈの後方端に、長孔２８ｈに交差する長
孔２８ｉが設けられている。ベール２２のグリップ部２２ｂをレセプタクル部材１６の上
方または下方に移動させると、この長孔２８ｉにベール２２の内径部２２ｃが嵌り合い、
ベール２２を固定することができる。
【００６３】
　このように、光モジュール１では、ベール２２が設けられているので、アクチュエータ
２０の操作が更に容易とされている。また、光モジュール１では、光コネクタ２４をレセ
プタクル部材１６に装着したときに、ベール２２をレセプタクル部材の上方に配置しても
、下方に配置しても良い。したがって、光モジュール１を所定軸Ｘに交差する方向に２段
に重ねて用いることも可能である。
【００６４】
　［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態にかかる光モジュール１ａについて説明する。図７は、光モジュ
ール１ａの分解斜視図である。光モジュール１ａは、第１実施形態の光モジュール１と同
様に、光ユニット１０と、ホルダベース１２、ホルダ１４、レセプタクル部材１６と、ハ
ウジング１８と、アクチュエータ２０と、ベール２２とを備える。光モジュール１ａでは
、ハウジング１８の第１の部材２６、アクチュエータ２０、ベール２２が第１実施形態と
異なる。さらに、光モジュール１ａは、押圧部材３０を有している。
【００６５】
　図７に示されるように、アクチュエータ２０の側部２０ａには、軸２０ｉが更に設けら
れている。この軸２０ｉは、側部２０ａから切り出され、アクチュエータ２０の中心軸線
に向けて屈曲されたものである。側部２０ａと連結部２０ｂとの境界は、アクチュエータ
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２０の前方端から所定長切りかかれている。また、側部２０ａの前方端は、外側へ屈曲さ
れている。
【００６６】
　ベール２２は、グリップ部２２ｂと、グリップ部２２ｂに交差する方向に延びる一対の
側柱２２ｄを有している。側柱２２ｄには、孔２２ｅが設けられている。側柱２２ｄが側
部２０ａと連結部２０ｂとの境界の切り欠きを通り、孔２２ｅに軸２０ｉが通されること
によって、ベール２２は軸２０ｉに軸支される。
【００６７】
　アクチュエータ２０は、側部２０ａに爪２０ｇを更に有している。爪２０ｇは、側部２
０ａから切り出され、アクチュエータ２０の中心軸線に向けて屈曲されている。爪２０ｇ
は、所定軸Ｘに交差する面に沿うように設けられている。
【００６８】
　第１の部材２６の一対の側壁２６ａ各々には、ガイド溝２６ｐが更に設けられている。
ガイド溝２６ｐは、所定軸Ｘに交差する面に沿う一端面２６ｑから他端面２６ｒまで所定
軸Ｘ方向に延びている。ガイド溝２６ｐには、アクチュエータ２０の爪２０ｇが挿入され
る。
【００６９】
　一端面２６ｑと爪２０ｇとの間には、押圧部材３０が設けられている。本実施形態では
、押圧部材３０としてコイルバネが例示されている。
【００７０】
　図８は、光モジュール１ａを破断して示す斜視図であり、アクチュエータ２０が光モジ
ュール１ａの後方へ向けて押し込まれた状態を示す。押圧部材３０は、自由状態では、爪
２０ｇが他端面２６ｒに当接するようにアクチュエータ２０を押圧する。この状態におい
て、アクチュエータ２０の突起２０ｄはガイド孔１６ｋの後方端に位置する。すなわち、
押圧部材３０は、ロック部２６ｊとロック片４ｅとのラッチが解除されないように、アク
チュエータ２０の位置を保つ。
【００７１】
　図９は、光モジュール１ａを破断して示す斜視図であり、アクチュエータ２０が引き出
された状態を示している。前方に引き出す方向へアクチュエータ２０に力が加わると、爪
２０ｇによって押圧部材３０が縮められる。押圧部材３０が縮められることによってアク
チュエータ２０が引き出され、ロック部２６ｊとロック片４ｅとのラッチが解除される。
なお、アクチュエータ２０が引き出された状態においてもアクチュエータ２０の側部２０
ａはガイド溝２６ｐの開口の一部を塞ぎ、ガイド溝２６ｐから飛び出さないように押圧部
材３０をサポートしている。
【００７２】
　以上説明したように、第２実施形態の光モジュール１ａでは、押圧部材３０によってア
クチュエータ２０が光モジュール１ａの後方へ押圧される。すなわち、光コネクタ２４が
レセプタクル部材１６に固定されていない状態であっても、ロック部２６ｊとロック片４
ｅとのラッチが解除されないように、押圧部材３０によってアクチュエータ２０の位置が
保たれる。したがって、押圧部材３０を縮ませる力がアクチュエータ２０に働かない限り
、光モジュール１とケージ４とのラッチが解除されることがない。
【００７３】
　［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態にかかる光モジュール１ｂについて説明する。図１０は、光モジ
ュール１ｂの分解斜視図である。光モジュール１ｂは、第２実施形態の光モジュール１ａ
と同様に、光ユニット１０と、ホルダベース１２、ホルダ１４、レセプタクル部材１６と
、ハウジング１８と、アクチュエータ２０と、ベール２２と、押圧部材（付勢部材）３０
を備える。光モジュール１ｂでは、ハウジング１８の第１の部材２６、アクチュエータ２
０、ベール２２が第２実施形態と異なる。以下、第３実施形態の第１の部材２６、アクチ
ュエータ２０、ベール２２に関し、第２実施形態と異なる点について説明する。



(12) JP 4200931 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

【００７４】
　図１０に示すように、第３実施形態の第１の部材２６では、後述するアクチュエータ２
０の側部２０ａの前方端部２０ｊを収容するために、側壁２６ａの前方端部が、溝２６ｉ
の底面と同様の高さになっている。また、側壁２６ａの前方端には、所定軸Ｘに交差する
回転軸Ｙに沿って、軸２６ｔが外側に延出している。
【００７５】
　第３実施形態のベール２２では、一対の側柱２２ｄに、回転軸Ｙ方向に延びる孔２２ｆ
が、それぞれ設けられている。また、一対の側柱２２ｄには、回転軸Ｙ方向に外側へ延出
する突起２２ｇがそれぞれ設けられている。ベール２２は、孔２２ｆに軸２６ｔが挿入さ
れることによって、第１の部材２６（ハウジング１８）に軸支され、回転軸Ｙ中心の回転
が可能になっている。
【００７６】
　第３実施形態のアクチュエータ２０では、一対の側部２０ａの前方端部２０ｊ各々に、
摺動面２０ｋを提供する孔２０ｍが設けられている。摺動面２０ｋは、所定軸Ｘに交差す
る面に沿って設けられている。突起２２ｇは、孔２０ｍに挿入され、ベール２２の回転軸
Ｙ中心の回転によって、摺動面２０ｋに摺動し、アクチュエータ２０を、所定軸Ｘ方向に
駆動する。
【００７７】
　図１１は、第３実施形態にかかる光モジュールの一部を拡大した斜視図であり、ケージ
へのロック時におけるアクチュエータ２０の位置とベール２２の位置との関係を示す。ま
た、図１２は、第３実施形態にかかる光モジュールの一部を拡大した斜視図であり、ロッ
ク解除時のアクチュエータ２０の位置とベール２２の位置との関係を示す。なお、図１１
及び図１２では、第２の部材２８を除いて光モジュール１ｂが示されている。
【００７８】
　アクチュエータ２０の爪２０ｇは押圧部材３０によって付勢されており、ガイド溝２６
ｐの他端面２６ｒ、すなわち、ケージ４の後端に向けて付勢されている。押圧部材３０と
しては、コイルばねが例示される。図１１に示すように、押圧部材３０が自由状態の場合
には、アクチュエータ２０のロック解除部２０ｃは、ロック部２６ｊとケージ４のロック
片４ｅとによるロックを非解除とするロック位置に位置する。このとき、突起２２ｇは、
摺動面２０ｋによってケージ４の後端に向けて駆動されており、ベール２２のグリップ部
２２ｂが、レセプタクル部材１６の上方に位置するようになっている。
【００７９】
　一方、図１１に示す状態から図１２に示す状態に、ベール２２が回転されると、突起２
２ｇが摺動面２０ｋと摺動しつつ、アクチュエータ２０を所定軸Ｘ方向に前方へ駆動する
。図１１に示す状態から図１２に示す状態へアクチュエータ２０が移動するストローク長
は、ロック部２６ｊとロック片４ｅとによるロックを解除するロック解除位置へロック解
除部２０ｃを移動させる長さになっている。
【００８０】
　以上説明した第３実施形態に係る光モジュール１ｂによれば、ベール２２の回転動作に
よって、ロック片４ｅとロック部２６ｃとによるロックが解除又は非解除となるよう、ロ
ック解除部２０ｃを移動させることができる。また、アクチュエータ２０が押圧部材３０
によって付勢されるので、平常時においては、ロック片４ｅとロック部２６ｃとがロック
状態になるように、ベール２２の位置が自動的に保たれる。
【００８１】
　なお、軸２６ｔに代えて、第１の部材２６（ハウジング１８）に回転軸Ｙ方向に延びる
孔を軸受として設け、孔２２ｆに代えて当該軸受によって軸支される軸をベール２２に設
けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】図１は、第１実施形態にかかる光モジュールを含む光モジュール生産物の斜視図
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である。
【図２】図２は、ケージを一部破断して示す斜視図である。
【図３】図３は、第１実施形態にかかる光モジュールの斜視図である。
【図４】図４は、第１実施形態にかかる光モジュールの分解斜視図である。
【図５】図５は、図１のV－V断面図である。
【図６】図６は、第１実施形態にかかる光モジュールの斜視図であり、図１のVI－VI線に
沿って破断した状態を示す。
【図７】図７は、第２実施形態にかかる光モジュールの分解斜視図である。
【図８】図８は、第２実施形態にかかる光モジュールを破断して示す斜視図であり、アク
チュエータが光モジュールの後方へ向けて押し込まれた状態を示す。
【図９】図９は、第２実施形態にかかる光モジュールを破断して示す斜視図であり、アク
チュエータが引き出された状態を示している。
【図１０】図１０は、第３実施形態にかかる光モジュールの分解斜視図である。
【図１１】図１１は、第３実施形態にかかる光モジュールの一部を拡大した斜視図である
。
【図１２】図１２は、第３実施形態にかかる光モジュールの一部を拡大した斜視図である
。
【符号の説明】
【００８３】
　１…光モジュール、２…ホストボード、４…ケージ、４ａ…側壁、４ｃ…収容空間、４
ｅ…ロック片、４ｆ…端部、６…光モジュール生産物、８…フロントパネル、１０…光ユ
ニット、１２…ホルダベース、１４…ホルダ、１６…レセプタクル部材、１６ｄ，１６ｅ
…レセプタクル、１６ｋ…ガイド孔、１８…ハウジング、２０…アクチュエータ、２０ｃ
…ロック解除部、２０ｄ…突起、２２…ベール、２４…光コネクタ、２６…第１の部材、
２８…第２の部材。
【図１】 【図２】
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